
各種相談
掲載期間:6月1日～7月7日
相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､　 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342－8501(住所不要)です。
○ファクスは、　共通と記載されている場合､市役所共通　　981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

くらしの情報
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相談種類 日　　　　時 場　　所 問合せ

なまず無くして､吉川あらず！7月2日は｢なまずの日｣
なまずの里である吉川市は､なまずの日を記念してさまざまなイベントを開催しますイベント

｢第6次吉川市総合振興計画｣のパブリックコメントを実施します

広
　
告

広
　
告

お知らせ

庶務課☎982･9458

収納課☎982･5113
国保年金課☎982･5117
おあしす

児童館

おあしす

美南小
吉川小
旭小
東部地区公民館
子育て支援課
児童館

おあしす

子育て支援課
第一保育所☎･　982･0259
第二保育所☎982･5300､　982･5647
子育て支援センター☎984･6377､　984･6378
少年センター☎981･3864､　981･3863
東中☎982･0055､　982･0258
南中☎981･8749､　982･1469
中央中☎983･2668､　982･0236
吉川中☎940･5887､　984･7340
障がい者相談支援センターすずらん
☎981･8510､　999･6854
第1包括☎984･4766､　981･8719
第2包括☎981･5811､　981･1144
第3包括☎981･7158､　984･6366
配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
☎982･5968
消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188
商工課☎982･9697
メール相談は右記QRコードから

地域福祉課☎982･9548

法　律

行　政

人　権
困りごと
税　務
納税(夜間)
年　金
女性総合

子どもと家庭

ひとり親家庭

育　児

教　育

学校生活
(さわやか相談)

こころ
障がい

高齢者

DV

消費生活

就職活動

こころとくらしの
安心相談

市民参加推進課☎982･9685

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

毎週金午後1時20分～4時20分(要予約)
6月10日木、7月8日木
午後1時30分～3時30分(要予約)
6月15日火午後1時30分～4時
6月3日木、7月1日木午後1時30分～3時30分
6月7日月､7月5日月午後1時30分～4時(要予約)
6月10日木･25日金午後5時～8時
毎週水午前9時～午後4時(午後0時15分から1時除く)
6月14日月･28日月午後1時～4時
6月1日火･15日火･22日火･29日火､7月6日火
午前9時30分～11時30分
6月3日木、7月1日木午前9時30分～正午
6月17日木午後1時30分～4時
6月18日金午前9時30分～11時30分
6月18日金午後1時30分～3時30分
6月25日金午前9時30分～11時30分
6月25日金午後1時30分～3時30分(要予約)
毎週月～金午前9時～午後4時(上記開催時除く)
6月16日水午前9時30分～11時30分
6月10日木午前9時30分～正午
6月24日木午後1時30分～4時
毎週月～木午前9時～午後4時(児童館･おあしす開催時除く)

毎週月～金午前9時～午後4時

毎週月～金午前9時～午後5時

毎週月～金午前10時30分～午後4時30分

毎週月～金午前9時～午後6時
※相談員不在時は転送電話対応｡

毎週月～金午前8時30分～午後5時(予約優先)
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡

毎週月～金午前9時～午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡
毎週月火木金午前10時～午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)
毎月第1･3水午前10時～午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

毎週月～金午前10時～午後4時(要予約)

相談種類 名　称 問合せ
【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】

新型コロナウイルスに関して

労働問題(解雇･雇止めなど)

心の健康について

さまざまな悩みの相談

県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
特別労働相談窓口
埼玉新卒応援ハローワーク
働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト「こころの耳」
よりそいホットライン
SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど)

☎0570･783･770､　048･830･4808
☎048･600･6262
☎048･650･2234､　048･650･1144
☎0120･565･455
☎0120･279･338､　03･3868･3811
厚生労働省ホームページに記載

①なまずのぼり
　6月中旬から7月中旬まで
市内小学校4年生の児童が作
成したなまずのぼりが市役所､
おあしす､中央公民館を彩りま
す。また､市制施行25周年を
記念し､巨大なまずのぼりが6月下旬から7月初旬にか
けて吉川美南駅に出現します！
②よしかわマルシェ･朝顔市(同時開催イベント)　　　
　吉川の青空市場｡詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。　よしかわマルシェ　 検索
日時:6月27日日午前9時～午後1時30分
場所:ウニクス吉川

③なまずの日の給食　　　　　　　　
　7月2日金に市内全小･中学校の学校給食で｢なまず
の日献立(なまずガパオ､オムレツ､吉川産野菜のスープ､
なまりんデザート､よしかわチップス)｣を提供します｡
④吉川フェア･なまず水族館　　　　　　　　　　　
　吉川のイチ押し商品･農産物が集まります！生きてい
るなまずが近くで見られる｢なまず水族館｣も同時開催！
日時:7月2日金から7月4日日午前9時～午後9時(7月
4日日のみ午後7時まで)
場所:イオン吉川美南店

問合せ:①②④商工課☎982･9697､　共通③学校給
食センター☎940･0790､　940･0791

　市では､第6次吉川市総合振興計画(計画期間:令和4年度から10年間)の策定を
進めています｡｢総合振興計画｣とは､将来の吉川市をどのようなまちにしていくのか
を示す｢まちづくりの指針｣となるもので､目指す将来都市像やまちづくりの目標な
どを記した｢基本構想｣と､その実現のための｢基本計画｣｢実施計画｣を総称した市の
最上位計画です｡
　このうち､第6次吉川市総合振興計画の基本構想の原案について､皆さんからの
ご意見を募集します｡基本構想の原案および説明資料は市ホームページまたは下記の閲覧場所で閲覧できます。

【閲覧場所】
政策室窓口､市役所1階市政情報コーナー､おあしす､各市民サービスセンター､中央公民館､総合体育館

意見募集期間:6月7日月～7月7日水
対象:市内在住･在勤･在学の方
提出方法･問合せ:各閲覧場所にある所定の意見提出用紙(任意様式でも可)に､意見､住所､氏名を記入し､備え付け
の投函箱へ投函するか､郵送(〒342-8501､住所不要)､　seisaku2@city.yoshikawa.saitama.jp(件名は｢パブリ
ックコメント｣)､ファクスまたは直接､政策室へ☎982･9445､　共通

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため､予告なく内容変更や中止とする場合があります｡
最新の情報は市ホームページまたは､よしかわ観光協会インスタグラムでご確認ください。


